
※自己評価の基準　　A：十分成果がある　　B：成果がある　　C：取り組んでいるが、成果が十分でない　　D：取組が不十分なため、成果がない　　E：全く取り組んでいない　　Ｆ：該当しない

観点１【教育理念・学修目標】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施担当 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

養護教諭養成の目標は『教職キャリアノート』に
明記され、「教員免許状取得希望者に対する説明
会」の資料として具体的なスケジュール等を明文
化し説明している。

『教職キャリアノート』に示した教員の養成の目標（年次ごとに
身に付ける資質・能力）及び「教員免許状取得希望者に対する説
明会」で配付、説明する当該目標を達成するための計画をもと
に、令和５年２月の１年生を対象に「教員免許羽状取得希望者に
対する説明会」を開催し、38名の1年生が参加した。質疑応答
を含め、目標やスケジュール等について概ね理解できていた。

A 取り組みを継続する。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

『教職キャリアノート』に教員として身に付けて
おくべき資質・能力とその内容、及び〈年次別到
達目標〉を記載し、『履修の手引』等には「教職
課程スケジュール」を示しており、教員養成のた
めの目標及び計画を具体的かつ明確な形で設定し
ている。

『教職キャリアノート』に示した教員として身につけておくべき
資質・能力とその内容、及び〈年次別到達目標〉、及び『履修の
手引』に示した「教職課程スケジュール」（説明会等では詳細を
記した別紙を配付）をもとに、「教員免許状取得希望者に対する
説明会」や『教職キャリアノート』講習会において、学生に説明
し、半期毎に学生が省察しながら教職課程での学びを進められる
ようになっている。

A

「教員免許状取得希望者に対する説明会」、『教職
キャリアノート』講習会等の資料や説明内容につい
て、さらに改善を図り、学生が一年次から教員として
身につけておくべき資質・能力等について、より具体
的に理解して、自らの到達目標を意識できるようにす
る。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画を策定する際、学生や採用権者の意見の考
慮、「とくしま教員育成指標」等との関係性が概
ね考慮されているが、さらに多くの教員を含めた
検討の必要性が明らかとなった。

大学院医歯薬学研究部学校保健学分野の教員３名で、当該年度の
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と、「とく
しま教員育成指標」等を比較した結果、養護に関する科目につい
ては、指標が示す資質能力の育成が担保されていたが、他の看護
の専門科目において、不十分な点があった。

B
今後は養護教諭養成教育の専任教員のみでなく、関係
する科目担当教員、事務担当者を含めた検討を行う。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

平成30年1月「とくしま教員育成指標」が策定さ
れたことを受け、「とくしま教員育成協議会」で
出た意見も踏まえて、『教職キャリアノート』に
教員として身に付けておくべき資質・能力を改訂
していた。しかし、それ以後の「とくしま教員育
成指標」の小改訂に合わせた改訂が行われていな
い現状がある。

令和４年２月に改訂された「とくしま教員育成指標」では「ICT
活用指導力」が明記されたが、「教職キャリアノート」に示した
〈年次別到達目標〉では、４年次の授業実践力にしか示されてい
ない。この原因は『教職キャリアノート』を複数年分作成してい
るため、「とくしま教員育成指標」の小改訂に合わせた改訂が行
われていないことにある。

C
↓
B

令和4年12月の中教審答申を受け、令和4年度末に「とく
しま教員育成指標」が大改訂される予定である。これを踏
まえた上で『教職キャリアノート』の教員に求められる資
質・能力及び〈年次別到達目標〉を見直し、『教職キャリ
アノート』を改訂する。既に教職課程で学んでいる学生に
は、改訂した資質・能力、〈年次別到達目標〉に関する
ページを印刷し、『教職キャリアノート』講習会で配付し
て貼付させ、説明する。
【令和5年度改善】
令和4年12月の中教審答申等を受け、令和５年２月に「と
くしま教員育成指標」が大改訂された。これを踏まえた上
で『教職キャリアノート』の教員に求められる資質・能力
及び〈年次別到達目標〉を見直し、『教職キャリアノー
ト』の改訂（令和5年度入学生から配付）を行った。
2，3，4年生に対しては『教職キャリアノート』講習会等
において、教員に求められる資質・能力や〈年次別到達目
標〉が改訂された経緯やそのねらいを説明している。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画の見直しにあたり、自己点検・評価を行った
結果、コロナ禍における教育環境の整備におい
て、改善の必要性が明らかとなった。

養護教諭養成の目標及び養成教育計画について、社会情勢、教育
の動向、感染症の状況を踏まえて見直しを行った。改善が必要と
考えられる課題について検討を行ったが、新型コロナウイルス感
染症による対面授業制限、実習制限等があり、適切な見直しには
至っていない。

C
↓
B

新型コロナウイルス感染症対策の動向を見極めなが
ら、適切な養成教育の実施を図る。実習制限等に関し
ては充実した代替教育を計画する。
【令和5年度改善】
新型コロナウイルス感染症が5類に分類されたことに
より、学修活動上の制限はほぼなくなったが、今後
様々な事情で対面の教育活動が不可能な場合に備え、
シミュレーター、DVD教材等の整備を行った。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

自己点検・評価の結果や教育会の動向を踏まえた
適切な見直しが行われた。【見直しは、自己点
検・評価結果の出た令和5年度から】

昨年度の自己点検・評価の観点1-2を踏まえた上で『教職キャリ
アノート』記載の教員に求められる資質・能力及び〈年次別到達
目標〉を見直し、『教職キャリアノート』の改訂（令和5年度入
学生から配付）を行った。そして、2，3，4年生に対しては
『教職キャリアノート』講習会等において、教員に求められる資
質・能力や〈年次別到達目標〉が改訂された経緯やそのねらいを
説明した。

A
次年度以降も、教育界の動向や本学の自己点検・評価
の結果を踏まえ、見直しを継続したい。

2 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画の策定プロセス【令和4年度】

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画を策定する際、学生や採用権者の意見の考
慮、「とくしま教員育成指標」等との関係性を考
慮している。

令和6年度　教職課程の自己点検・評価表

1 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画の策定状況【令和4年度】

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画が具体的かつ明確な形で設定されている。

3 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画の見直しの状況【令和4年度】

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画を見直す際、自己点検・評価の結果、社会情
勢や教育環境の変化等を踏まえた適切な見直しが
行われている。



観点２【授業科目・教育課程の編成実施】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

1
複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設など
全学的な教育課程の編成状況【令和4年度】

教職教育センター
複数の教職課程間における授業科目の共通開設
は、開設に責任を負う学科等の強み・特色を生か
しつつ適切に行われている。

教育の基礎的理解に関する科目等の共通開設は、
開設に責任を負う学科等の強み・特色を生かしつ
つ適切に行われている。

本学3学科における教職課程の教育の基礎的理解に関する科目
等、共通開設科目は、教職課程が本格的に始まる2年次前期の
「教師論」をはじめとして、年次毎に教職教育センター教員が担
当し、年次毎の教員として身に付けておくべき資質・能力の育成
も意識しながら授業を展開しており、学生の姿にその成果が表れ
ているといえる。また、「発達心理学」「学習・言語心理学」
「教育相談」は、社会総合科学科の心身健康コース教員が担当し
ており、学科の強み・特色を生かした授業が展開されている。

B

本学は、「開放制の教員養成」の原則のもと、教員養
成を行っている。したがって、やむを得ないことでは
あるが、教育の基礎的理解に関する科目等において
は、17科目のうち6科目が非常勤講師担当科目となっ
ている。科目の分野が多岐にわたるので、2名のセン
ター教員では担当できる科目に限界があるが、改善の
ための方策を模索したい。

医学部教員養成推進委員会

ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンライン授業含
む）、模擬授業用の教室、関連する図書など、教
職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備が整
備されている。

オンライン授業のためのICT環境の整備、教員養成に必要な図書
の整備、授業科目の実施に必要な施設・設備が整備されているか
どうかを確認した。オンライン授業では主にZOOMを使用し、
グループワークやディスカッションが可能である。講義資料やレ
ポート、小テスト等はmanabaを活用できる。対面授業では、
Web教材の使用等の設備が整備されている。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会

オンライン授業を含むICT環境および教職課程の
授業を実施するに必要な施設・設備は運用可能な
予算のなかで適切に配置されつつある。また、教
職に関連する図書の購入も順次行われている。

講義室・ゼミ室の設備および備品、学部図書蔵書等に対して、必
要な施設・設備が整備されているか分析し、適切に配置されつつ
あることを確認した。また、常三島キャンパス無線ＬＡＮサービ
ス提供エリアが適切であるか適宜検討することの必要性を理解し
た。

B

オンライン授業を含むICT環境はICT技術の進歩に合
わせて随時更新していく必要があり適切な予算獲得が
求められる。また、教職に関連する図書等は最新版に
随時更新していく必要があり、今後も予算獲得は必須
の課題である。

総合科学部教員養成推進委員
会

ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンライン授業含
む）、模擬授業用の教室、関連する図書など、教
職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備は、
概ね整備されている。

「講義室・ゼミ室の設備及び備品一覧表」「新蔵・常三島キャン
パス無線LANサービス提供エリア」および学部図書館等蔵書に
より、必要な施設・設備が整備されているかを分析し、概ね整備
されていることを確認した。ただし、実習に関する施設や・設
備、体育館等の無線LANサービスについては、さらなる整備が
必要である。

B
教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備を維持
するとともに、不十分なものについては関係部署と連
携し、計画的に整備したい。

医学部教員養成推進委員会
教科（養護）に関する科目と学部専門科目との関
連性が適切でない科目が散見された。

看護師教育課程の授業科目のシラバスをもとに、それぞれの授業
科目を関連付け、統合させて養護教諭としての資質能力を高める
ようなシラバス設計を行っているが、一部、学年配当の順序が異
なるという課題がある。

B
看護師養成教育課程の変更時に、学年配当について養
護教諭養成教育課程との整合性を含めて検討する。

総合科学部教員養成推進委員
会

教科に関する科目と学部専門科目との関連性が、
概ね確保されている。

免許状の種類及び免許教科ごとに関連するコースが設けられてい
るが、関連するコースのカリキュラムチェックリスト、カリキュ
ラムマップをもとに、【教科に関する専門的事項】の科目と教職
課程以外の科目の関連性が適切かどうかを分析し、教養科目とし
て開設されている科目を除き、学部専門科目との関連性が確保さ
れていた。

B

教員の異動に伴い、シラバスの変更が生じてくるが、
その都度、教員養成推進委員会でチェックを行い、教
科に関する専門的事項との関連性が確保されるように
したい。

教職教育センター
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画と対応し、系統的に教育の基礎的理解に関す
る科目等の授業科目が開設されている。

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための
計画と対応し、系統的に教育の基礎的理解に関す
る科目等の授業科目が開設されている。

「教師論」をスタートとして、2年前期には、理念的な内容を扱
うような教育の基礎的理解に関する科目の授業科目が開設されて
いる。また、2年次配当の「介護等体験」は、人の心の痛みが分
かる人づくり、各人の価値観の相違を認められる心をもった人づ
くりの実現に資することを目的としているため、教職課程におけ
る早い段階で開設されている。その後、3年後期にかけて、次第
に個別具体的な内容を扱う科目が開設され、4年には「教育実
習」、そして教職課程総まとめの科目である「教職実践演習」が
開設されている。

A

令和4年12月の中教審答申は、教員採用試験の実施時
期の前倒し、教育実習の柔軟な方法による実施につい
て言及している。これを踏まえ、本学教職課程や教職
課程スケジュールについて見直しが必要となる。

2 教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の
整備状況【令和4年度】

ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンライン授業含
む）、模擬授業用の教室、関連する図書など、教
職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備が整
備されている。

3 教職課程の体系性【令和4年度】

教科（養護）に関する科目と学部専門科目との関
連性が確保されている。



医学部教員養成推進委員会 Ｆ

理工学部教員養成推進委員会

各学年ごとにキャップ制が導入されていることに
より卒業単位とは別に履修する必要のある教職課
程科目が適切に受講できるように配慮されてい
る。

履修の手引きおよびシラバス等を用いてCAP制が有効に機能し
ているか分析し、CAP制の有用性に関して再認識することがで
きた。

A

各学年ごとのキャップ制のもとでの卒業単位に関わる
科目の履修を促し、その上で各コースごとに適切な教
職課程科目の履修についての指導を行っていくことが
求められる。

総合科学部教員養成推進委員
会

教職課程の学生では、卒業単位に加算されない科
目があり、一般の学生よりも多くの科目を履修す
る必要があるが、学部としてのキャップ制が学修
時間を確保する上で有効に機能していると考えら
れる。

履修の手引きおよびシラバス等を用いてキャップ制が有効に機能
しているか分析し、左欄のような懸念はあるものの、設定された
キャップ制は有効に機能していると考えられる。

B
学年進行に伴う学生の履修状況、単位取得状況を調査
し、キャップ制が有効に機能しているか、検討してい
きたい。

6 教職課程の充実・見直しの状況【令和4年度】 教職教育センター
自己点検・評価の結果等を踏まえて教職課程の充
実が図られ、適切な見直しが行われている。

自己点検・評価の結果を踏まえて教職課程の充実
が図られ、適切な見直しが行われている。

C評価の項目については、翌年度に向けて改善・向上策が講じら
れている。

B
一部、十分に改善されていない項目があるので、引き
続き改善・向上を図る必要がある。

科目間の役割分担を図って体系をつくることは困難で
あると思うが、教員として身に付けることが必要なＩ
ＣＴ活用指導力の全体像に示される能力は身に付くよ
うになっている現カリキュラムを維持・充実させてい
くためにも、シラバスに明記されていない科目につい
ては、明記を促したい。また、令和5年度後期から
は、「教育の情報化の理論と方法」（2年次生対象）
が開講となる。教科の指導法に関する科目との相乗効
果が期待できると考える。
【令和5年度改善】
国語科教育法はⅠ～Ⅳの全てに記載された。英語科、
美術科、数学科、理科、情報科については記載がない
が、シラバスは教材や授業設計、学習活動、模擬授業
を扱うことが具体的に記されているため、ICT活用指
導力の向上には寄与する授業が行われていると考えら
れる。教科の指導法については、各項目に含めること
が必要な事項として「情報通信技術の活用を含む。」
と明記されていることからも、引き続き明記を促した
い。
【令和6年度改善】
美術科教育法Ⅲ、情報科教育法Ⅰ、Ⅱに記載された。
引き続き、明記を促したい。

5 キャップ制の設定状況【令和4年度】
キャップ制の設定が、学修時間を確保する上で有
効に機能している。

4
ICT活用指導力育成に関する教職課程の体系性
【令和4年度】

教職教育センター

教科の指導法に関する科目や教育の基礎的理解に
関する科目等における関係科目において、教員と
して身に付けることが必要なＩＣＴ活用指導力の
全体像に対応して各科目間の役割分担が図られ、
到達目標や授業計画が設定されている。

科目間の系統性は考慮されておらず、科目によっ
てはシラバスに明記されていない部分もあるが、
「情報科学入門」（教養教育科目）、教科の指導
法に関する科目、「教育方法学」「教職実践演
習」において、教員として身に付けることが必要
なＩＣＴ活用指導力の全体像に示される能力は身
に付くようなカリキュラムとなっていると考えら
れる。

「情報科学入門」のシラバスは、ICT活用指導力の内、ICTを活用す
る能力や情報活用の基盤となる知識・態度にかかわる能力が育成され
る到達目標、授業計画となっている。
この科目を教養教育科目として履修した上で、２年前期からは教科の
指導法に関する科目を履修することになる。教科の指導法に関する科
目では、模擬授業を実施するため、その過程で、授業にICTを活用し
て指導する能力や、児童生徒のICT活用を指導する能力が育成される
と考えられる。ただし、シラバスに具体的に明記されていない部分が
あるので、実態は不明である。各教科の指導法に関する科目のシラバ
ス記載は次のとおり。
・「国語科教育法」にはICT活用に関する記載がない。
・「社会科教育法」「社会科・地理歴史科教育法」の授業計画には
「情報通信技術の活用について」「各分野・科目における情報通信技
術の活用」とある。
・「社会科・公民科教育法」「社会科・公民科教育方法論」の授業計
画には「情報機器の活用」「情報機器を活用した授業づくり」とあ
る。
・「保健体育科教育法」授業計画には「情報教材の作成方法」「情報
機器を利用した教材研究のしかた」「情報機器による教材作成」「映
像教材の利用」「授業における情報機器の利用」「授業観察実習
（ICT利用）」とある。
・「英語科教育法Ⅱ」には到達目標に「ICTの活用方法について理解
する」、授業計画に「情報機器を利用した指導案作成について」とあ
る（ただしⅠ、Ⅲ、Ⅳには記載がない）。
・「美術科教育法Ⅲ」授業計画には「美術教育におけるICTの活用」
とある（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳには記載がない）。
・「数学科教育法」にはICT活用に関する記載がない。
・「理科教育法」にはICT活用に関する記載がない。
・「情報科教育法」にはICT活用に関する記載がない。
その後３年前期に履修する「教育方法学」の到達目標には「情報通信
機器活用について具体的事例に基づいて説明する」とあり、授業計画
には「情報通信機器の活用」とある。ここでは『教育の情報化に関す
る手引』を活用して、教科の指導法に関する科目で身についたことを
もとに、具体的に説明するようにすることで、ICT活用指導力全体の
伸長を図っている。
そして、４年に履修する「教職実践演習」では、授業計画に「ICT活
用についての講話」「模擬授業ーICTの効果的活用」とあり、ICTを
活用する能力や、授業にICTを活用して指導する能力、児童生徒の
ICT活用を指導する能力の一層の伸長を図っている。

C



医学部教員養成推進委員会

教科（養護）に関する科目について、一部は教科
（養護）に関する専門的知識あるいは技能を修得
できるような到達目標が設定されているが、看護
師養成教育の到達目標を設定している授業科目が
多く、改善が必要である。

養護教諭養成教育における「養護概説Ⅰ」「養護概説Ⅱ」「健康
相談活動」「学校保健論」に関しては養護教諭の職務や、学習指
導要領をふまえた到達目標となっている。他の科目については、
看護師養成のための到達目標であった。

C
↓
B

看護師養成課程に併設された養護教諭養成教育課程で
あることから、看護師養成の専門科目の到達目標とは
異なる。養護教諭養成教育における到達目標に関する
解説を併記する必要がある。
【令和5年度】
シラバスへの併記は他の免許資格取得と重複するもの
があるため難しい。学生に併記または解釈を加えた解
説を配付することで理解を深めるようにしている。

総合科学部教員養成推進委員
会

教科（養護）に関する専門的知識あるいは技能を
修得できるような到達目標が概ね設定されてい
る。

教職科目シラバスの到達目標をチェックし、学習指導要領への対
応が図られているかを分析し、一部に十分な目標が設定できてい
ないものもあったが、概ね適切な到達目標が設定できていた。

B

教員の移動に伴い、シラバスの変更が生じてくるが、
その都度、教員養成推進委員会でチェックを行い、教
科に関する専門的事項を修得できるような到達目標が
設定されるようにしたい。

理工学部教員養成推進委員会
教科の指導法に関する科目について、教職課程コ
アカリキュラムへの対応が図られている。

教職課程コアカリキュラム（教科教育法）の到達
目標が担保されている教育内容になっている。

シラバス等を用いて教職課程コアカリキュラム（教科教育法）の
到達目標が担保されている教育内容になっているか分析し、想定
通りであったことを理解した。

B

今後も引き続き教職課程コアカリキュラム（教科教育
法）の到達目標が担保されている教育内容になってい
ることをシラバス等を用いて分析する必要がある。ま
た、必要があれば担当教員に授業内容の改善を図って
いく。

総合科学部教員養成推進委員
会

教科の指導法に関する科目、及び教育の基礎的理
解に関する科目等の「学習・言語心理学」「発達
心理学」「教育相談」について、教職課程コアカ
リキュラムへの対応が図られている。

教科の指導法に関する科目、及び教育の基礎的理
解に関する科目等の「学習・言語心理学」「発達
心理学」「教育相談」の到達目標から判断する
と、教職課程コアカリキュラムへの対応が十分に
図られている。

教職科目シラバスの到達目標をチェックし、教職課程コアカリ
キュラムへの対応が図られているかを分析し、対応が十分に図ら
れていることを確認した。

A
教科の指導法に関する科目は、非常勤講師担当科目が
多いので、これまで同様に、コアカリキュラムへの対
応を維持できるよう連携を図りたい。

教職教育センター

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、教職課程コアカリキュラムへの対応が図
られている。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、教職課程コアカリキュラムへの対応が図
られている。

令和4年度には連携教職課程（美術）が認定された。この申請、
指摘事項への対応の課程で、教育の基礎的理解に関する科目等の
到達目標と、教職課程コアカリキュラムの対応を確認し、適切に
対応が図られていることが明らかとなった。

A
教育の基礎的理解に関する科目等は、非常勤講師担当
科目が17科目中6科目あるため、これまで同様に、対
応を維持できるよう連携を図りたい。

医学部教員養成推進委員会
養護に関する科目について、授業科目の目的と到
達目標、内容と方法、計画が明確に記載されてい
る。

養護に関する授業科目のシラバスには、「授業の
目的」，「授業の概要」，「到達目標」，「授業
計画」が明確に記載されている。

養護に関する全授業科目のシラバスを点検した結果、講義科目と
演習科目については，授業科目の目的と到達目標，内容と方法，
計画が明確に記載されていた。実習科目に関しては実習施設ごと
の別紙要項によって計画されている旨が記載されている。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会
教科及び教科の指導法に関する科目について、授
業科目の目的と到達目標、内容と方法、計画が明
確に記載されている。

教科及び教科の指導法に関する科目について、授
業科目の目的と到達目標，内容と方法（概要），
計画は，ゼミ形式の分担授業（教員名連記）を除
けば全ての授業においてシラバスに明確に記載さ
れている。

シラバスを分析し、教科及び教科の指導法に関する科目につい
て，授業科目の目的と到達目標，内容と方法(概要)，計画は，ゼ
ミ形式の分担授業（教員名連記）を除けば全ての授業で明確に記
載されていることを確認した。

A

現在開講中の科目のシラバスでこれまでと同様の明確
な記載を維持するのと同時に、科目新設の際には、既
存のシラバスを参考にして同様に明確なシラバスを作
成するように注意する．

総合科学部教員養成推進委員
会

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、教職
課程コアカリキュラムへの対応が図られている。

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、教職
課程コアカリキュラムへの対応を図っている。

関連科目のシラバスの到達目標をチェックし、教職課程コアカリ
キュラムへの対応が図られているかを分析し、対応が十分に図ら
れていることを確認した。

B
引き続き教職課程コアカリキュラムへの対応が図られ
ているかをシラバス等を用いて分析し、授業内容の改
善を目指す。

教養教育院
66条の6に定める科目について、授業科目の目的
と到達目標、内容と方法、計画が明確に記載され
ている。

66条の6に定める科目について、成績評価規準が
明確に記載されている。

授業担当教員が作成した66条の6に定める科目のシラバスを
チェックした結果、成績評価基準はおおむね明確に記載されてい
た。しかし一部、明確さにかける科目もあった。

B

授業担当教員が作成したシラバスは、分野ごとに教養
教育院の教員がチェックすることになっている。シラ
バスチェック時に、成績評価基準が明確に記載されて
いることを確認するよう教養教育院に依頼する。

教職教育センター

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、教員の養成の目標及び当該目標を達成す
るための計画と授業科目との関係、授業科目の目
的と到達目標、内容と方法、計画が明確に記載さ
れている。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、授業科目の目的と到達目標、内容と方
法、計画が明確に記載されているが、教員の養成
の目標及び当該目標を達成するための計画と授業
科目との関係についての記載が明確でない科目が
ある。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語心理学」「発達
心理学」「教育相談」を除く）について全科目のシラバスを点検
した結果、授業科目の目的と到達目標、内容と方法、計画は明確
に記載されていた。しかし、教員の養成の目標及び当該目標を達
成するための計画と授業科目との関係についての記載が明確でな
い科目がある。それは、これらの科目の担当が非常勤講師であ
り、シラバス作成の際、教員の養成の目標等と授業科目との関係
について記載を依頼できていなかったことに起因すると考える。

Ｃ

非常勤講師へのシラバス作成依頼の際に、依頼文書等
とともに本学の教員養成の目標及び当該目標を達成す
るための計画を送付し、授業科目との関係について、
本学シラバスの「授業の概要」の欄への記載を依頼す
る。
【令和6年度改善】
非常勤講師へのシラバス作成依頼の担当、時期につい
ての共通理解ができておらず、非常勤講師への周知徹
底ができなかった。まずは、この点から改善したい。

7
個々の授業科目の到達目標の設定状況
【令和4年度】

教科（養護）に関する科目について、教科（養
護）に関する専門的知識あるいは技能を修得でき
るような到達目標が設定されている。

8
到達目標、授業計画等のシラバスへの明示
【令和5年度】



医学部教員養成推進委員会
養護に関する科目について、アクティブ・ラーニ
ングやＩＣＴを活用するなどの多様な学びをもた
らす工夫が行われている。

実習科目を除いた養護に関する科目の50％以上の
科目がアクティブ・ラーニング又は反転授業を実
施しており、学生の学修成果に反映されている。

養護に関する科目のシラバスには、講義科目48科目中28科目で
アクティブ・ラーニング、14科目で反転授業が登録されてい
た。また、ラーニング・ライフのアンケート調査結果から、アク
ティブ・ラーニングにより学生の学びが深まったことが明らかに
なった。

A
取り組みを継続する。なお、ICT活用の状況を的確に
把握するしくみが必要である。

理工学部教員養成推進委員会
アクティブ・ラーニングやＩＣＴの活用など多様
な学びをもたらす工夫が行われている。

アクティブ・ラーニングやＩＣＴの活用など多様
な学びをもたらす工夫が，多数の教科及び教科の
指導法に関する科目の授業において行われてい
る。

シラバスを分析した結果，複数の教職関連科目でＩＣＴを活用し
たライブ配信またはオンデマンドのオンライン授業（メディア授
業等）が導入されていることを確認できた．また対面授業では，
小テストの質問欄を活用した質疑応答，学生による演習問題の板
書，学生によるゼミ発表なども含め，対話型のアクティブラーニ
ングが数多く取り入れられていることも確認した．

A

ＩＣＴ活用のライブ授業には例えば，録画を容易に残
すことができるなど，対面授業では実現が難しい利点
もある．一部の授業では対面とオンライン活用のハイ
ブリッド授業も実施されつつあり，今後，このように
両者の利点を踏まえた新たな授業の形態も模索してゆ
く必要がある．

総合科学部教員養成推進委員
会

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、アク
ティブ・ラーニングやＩＣＴを活用するなどの多
様な学びをもたらす工夫が行われている。

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、アク
ティブ・ラーニングやＩＣＴを活用するなどの多
様な学びをもたらす工夫を行っている。

関連科目のシラバスの到達目標をチェックし、アクティブラーニ
ングの要素の導入、ICT活用によって多様な学びをもたらす工夫
が行われていることを確認した。

B
引き続きアクティブラーニングやICTなどが当該科目
で活用されているかどうかをシラバス等を用いて分析
し、授業内容の改善を目指す。

教養教育院
66条の6に定める科目について、アクティブ・
ラーニングやＩＣＴを活用するなどの多様な学び
をもたらす工夫が行われている。

66条の6に定める科目について、アクティブ・
ラーニングやＩＣＴを活用するなどの多様な学び
をもたらす工夫が行われている。

教養教育院の教員が、授業担当教員の作成した66条の6に定め
る科目のシラバスをチェックし、アクティブ・ラーニングやＩＣ
Ｔを活用するなどの多様な学びをもたらす工夫が行われているこ
とを確認した。しかし一部、明確さにかける科目もあった。

B

授業担当教員が作成したシラバスは、分野ごとに教養
教育院の教員がチェックすることになっている。シラ
バスチェック時に、アクティブ・ラーニングやＩＣＴ
について記載されていることを確認するよう教養教育
院に依頼する。

教職教育センター

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、アクティブ・ラーニングやＩＣＴを活用
するなどの多様な学びをもたらす工夫が行われて
いる。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、アクティブ・ラーニングやＩＣＴを活用
するなどの多様な学びをもたらす工夫が行われて
いる。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語心理学」「発達心理
学」「教育相談」を除く）について全科目のシラバスを点検した結
果、アクティブ・ラーニング（①課題演習、②質疑応答、③振り返
り、④グループワーク、⑤ディスカッション、⑥プレゼンテーショ
ン）や⑦ロールプレイ、⑧反転授業、⑨ＩＣＴ活用、⑩現職教員等の
ゲストティーチャー、⑪模擬授業など、多様な学びをもたらす工夫が
行われていた。具体的には次のとおり。
「教師論」①②⑨⑩　「教育学概論」①⑥
「教育の制度と経営」①③④⑤　「教育課程論」①③⑧⑨
「道徳教育」①⑨⑪　「特別活動論」①④⑤
「特別支援教育概論」⑨
「総合的な学習の時間の指導法」①④
「教育方法学」①③④⑧⑨⑪
「教育の情報化の理論と方法」①④⑨　「生徒指導論」①⑦⑨
「教育実習事前事後指導」①③⑦⑧⑨
「教職実践演習」①③⑦⑨⑩⑪
「教育実習（中学」「教育実習（高校）」「介護等体験」について
は、実習（「介護等体験」代替措置を講じている現在は⑨）

Ｂ

自己点検・評価は、シラバスの記載に基づいて行った
が、科目によっては多様な学びをもたらす工夫につい
て、具体的に明記されていない。シラバス作成の際
に、明記を促したい。

10 個々の授業科目の見直しの状況【令和7年度】 教職教育センター
完成年度までの自己点検・評価の結果等を踏まえ
て充実が図られ、適切な見直しが行われている。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

「教職実践演習」、「教育実習」、事前指導・事
後指導ともに、適切な機会と十分な期間が確保さ
れ、大学の主体的な関与の下で適切に行われてい
た。

令和４年度の「教職実践演習」「教育実習」等の実施状況及び、
実習後の学生のアンケートをもとに、大学の主体的な関与の下で
適切に行われているか分析した。令和４年度の「教育実習」は履
修学生全員が3週間、適切に実施できていた。実習後のアンケー
ト調査においても、実習中に奨励した項目について概ね体験する
ことができていた。

A 取り組みを継続する。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

教職課程において特に重要な役割を果たす「教職
実践演習」、「教育実習」、事前指導・事後指導
を含め、おおよそ大学の主体的な関与の下で適切
に行われている。

「教職実践演習」「教育実習事前事後指導」はセンター教員の立
案・指導のもと、適切に行われている。「教育実習」について
は、実習校や教育委員会との連携を図りながら進めているが、大
学は依頼側であるため、実習校の計画・都合を第一に考え連携を
図っているために、積極的な関与とは言いがたい。また、コロナ
禍のため、実習校訪問ができず、電話連絡が中心となっていたこ
とも今後の改善点である。

B

依頼側という大学の立場は変わらないが、令和5年5
月から、新型コロナウイルス感染症が5類になること
を受け、令和5年度は教育実習校訪問も行い、積極的
に関与できるようにしたい。

9
アクティブ・ラーニングやＩＣＴの活用など新た
な手法の導入状況【令和5年度】

11
「教職実践演習」及び「教育実習」等の実施状況
【令和4年度】

教職課程において特に重要な役割を果たす「教職
実践演習」、「教育実習」、事前指導・事後指導
を含め、大学の主体的な関与の下で適切に行われ
ている。



観点３【学修成果の把握・可視化】　

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

医学部教員養成推進委員会
養護に関する科目について、成績評価基準が明確
に記載されている。

養護に関する科目について、成績評価基準が明確
に記載されている。

シラバスには養護に関する授業科目ごとに、評価方法と基準が明
記されている。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会
教科及び教科の指導法に関する科目について、成
績評価基準が明確に記載されている。

教科及び教科の指導法に関する科目の成績評価基
準についてはシラバスに記載あるいは授業中に担
当教員から適切に説明されている。

教科及び教科の指導法に関する科目について、成績評価基準が明
確に記載されているか教職科目のシラバスを分析し、ある程度は
目的通りにすすめられていることが理解できた。

B

今後も引き続き教科及び教科の指導法に関する科目の
成績評価基準についてはシラバスに記載あるいは授業
中に担当教員から適切に説明されるように担当教員と
連携を図っていく。

総合科学部教員養成推進委員
会

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、成績
評価基準が明確に記載されている。

達成水準を測定する手法やその配点基準は概ね明
らかとなっているが、成績評価基準自体は、明確
になっていない科目が多い。

総合科学部規則第１３条による評語・評価基準と、授業科目の達
成目標の達成水準との関連が明示されているかについて、シラバ
スから分析し、シラバスへの成績評価基準の表記の仕方が抽象的
な科目がある。

C
↓
B

教科及び教科の指導法に関する科目で、達成水準を測
定する方法やその評価基準が、やや抽象的になってい
る科目があるので、教務委員会と協力して改善を促し
たい。
【令和5年度】
教務委員会からもシラバス執筆に当たって成績評価基
準の明示を促している。

教養教育院
66条の6に定める科目について、成績評価基準が
明確に記載されている。

66条の6に定める科目について、成績評価基準が
明確に記載されている。

授業担当教員が作成した66条の6に定める科目のシラバスを
チェックした結果、成績評価基準はおおむね明確に記載されてい
た。しかし一部、明確さにかける科目もあった。

B

授業担当教員が作成したシラバスは、分野ごとに教養
教育院の教員がチェックすることになっている。シラ
バスチェック時に、成績評価基準が明確に記載されて
いることを確認するよう教養教育院に依頼する。

教職教育センター
教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、成績評価基準が明確に記載されている。

達成水準を測定する手法やその配点基準はおおむ
ね明らかとなっているが、成績評価基準自体は、
シラバスに記載されていない。

100点をもって満点とすること、評語、評価基準については各
学部規則に定められている。その上で、シラバスには、達成水準
を測定する手法やその配点基準を明記しているため、この明示の
仕方でよいと考えられる。ただし、シラバスへの表記の仕方が抽
象的になっている科目がある。

Ｂ
非常勤講師担当科目において、達成水準を測定する方
法やその配点基準が、やや抽象的になっている科目が
あるので、改善を促す。

医学部教員養成推進委員会 Ｆ

理工学部教員養成推進委員会
同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講
している場合に成績評価の平準化を図ることがお
おむねできている。

ゼミ形式の分担授業（教員名連記）について複数の担当教員間で
成績評価の平準化が図られているか分析した結果，合同ゼミの実
施，あるいは教員間での話し合いを通じ，成績評価の平準化をお
おむね図ることができていることを確認した．

B

同一名称の授業科目を複数の教員が分担開講している
場合，成績評価の平準化を図るには教員間での対話，
もしくは教員と学生を含めたグループゼミ等による情
報の共有が不可欠であり，今後とも意識してそういっ
た機会を設ける必要がある．

総合科学部教員養成推進委員
会

同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講
している場合に成績評価の平準化を図る試みを
行っている。

担当教員間の意思疎通により成績の平準化は進められている。ま
た各授業のGPAの分布については学部教務委員会においても確
認し、著しい偏りがある場合などには担当教員への聞き取りを行
うなど是正に努めている。

B
引き続き客観的データを収集し、成績の平準化を進
め、受講生に不利益とならぬよう注視することが求め
られる。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

教員の養成の目標の達成状況を明らかにするため
の情報は適切に設定され、『教職キャリアノー
ト』に明記されている。また、それがどの程度達
成できたかについては、『教職キャリアノート』
において省察されているが、達成状況については
十分とは言えない状況であった。

提出された『教職キャリアノート』（3年次生は3月末、1･2年
次生は4月末）の「教員としての資質・能力チェックリスト」の
自己評価を分析し、年次ごとの達成状況を明らかにした。教職
キャリアノートに記載された教員としての資質・能力チェックリ
ストに、「達成できた」という文言が記載されていたのは、各学
年ともに約半数であった。

C
↓
B

資質・能力を学年進行に合わせて達成できるよう、年
度当初の『教職キャリアノート』返却時に、学生自身
の目標設定について再確認させる。
【令和5年度改善】
通常のコメントに加え『教職キャリアノート』の意義
と活用方法に関するコメントを追加記載している。

令和６年3月に『教職キャリアノート』の教員としての資質・能力
チェックリスト（新４年生）を集計分析した結果※1は次のとおりと
なっている。数値は５段階で、目標達成度の高いものから5･4･3･２･
１となる。
・教員としての資質・能力の中の「素養」については、「使命感・情
熱」「倫理観」「学び続ける力」いずれも4.2～4.6と、高い割合を示
している。特に「倫理観」については、昨年度よりも0.8ポイント増
加している。
・「HR・学級経営力」については、「生徒理解・指導力」「集団指
導力」「課題解決力」いずれも4.２～４.５と、高い割合を示してい
る。 特に「課題解決力」は、昨年度よりも0.5ポイント増加してい
る。
・「授業力」については、「授業構想力」「授業実践力」「授業省察
力」共に3.7～4.1と、他の資質・能力と比べて、全体的に低い割合を
示す。特に、「授業構想力」「授業実践力」共に3.7～3.8と低く、授
業に対する不安や課題意識が強い。しかし、「授業省察力」は昨年度
よりも1ポイント増加しており、模擬授業等を重ねることで、授業に
対する見方・考え方が身に付き、授業改善にいかそうという意識が高
まっているのではないかと考えられる。
・「協働力」については、「社会性・コミュニケーション力」「ネッ
トワーク構築力」ともに4.1～4.3と、高い割合を示している。しかし
「危機管理力」は3.7と、昨年度よりは0.3ポイント増加しているが、
低い割合を示す。安全・防災・危機管理についての知識や対応力を高
めていく必要がある。

令和６年4月に『教職キャリアノート』の教員としての資質・能力
チェックリスト（新３・２年生）を集計分析した結果※２は次のとお
りとなっている。教員としての資質・能力（３年生は４項目〈素養・
HR・学級経営力・授業力・協働力〉、２年生は５項目〈素養・学習
指導・生徒指導・特別支援・ICTの利活用〉）の評価平均は、新３年
生が3.8、新２年生が3.6と、新３年生の達成度が高い。学年が上がる
につれて、資質・能力の向上が見られる。また、各学年で達成度が高
い項目は、新３年生では「協働力」で4.1、新２年生では「素養」が
3.8となっている。逆に、達成度が低い項目は、新３年生は「授業
力」が3.4、新２年生は「特別支援」3.3、「学習指導」3.4となって
いている。模擬授業を経験したり、教員という仕事を意識したりする
ことで、「授業力・学習指導」や「特別支援」への不安や課題意識が
強くなってきていると考えられる。

B

今後も、新４年生については、４年次の教職課程のま
とめの教科となる「教職実践演習」において、教員と
しての資質・能力の目標達成度を踏まえて、個別面接
や講義・班別協議の際に、自己の課題や改善のための
方策を常に意識できるようにしたり、学んだことを省
察する機会を設けたりして、目標達成度の向上を図
る。

また、新２・３年生については、『教職キャリアノー
ト』講習会において、集計分析した結果を具体的に説
明し、今後の改善すべき方向性を明確に意識できるよ
うにして、目標達成度の向上を図っていく。

教員の養成の目標の達成状況を明らかにするため
の情報を適切に設定し、それがどの程度達成でき
たか、学生は年度末の省察において『教職キャリ
アノート』に記入している。達成状況は、おおむ
ね満足できる状況であった。
【分析は令和6年度】

教員の養成の目標の達成状況を明らかにするため
の情報を適切に設定し、それがどの程度達成でき
たか、年度末の省察において『教職キャリアノー
ト』に記入している。

1 成績評価基準のシラバスへの明示

2
成績評価に関する共通理解の構築
【令和5年度】

同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講
している場合に成績評価の平準化を図ることがで
きている。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

教員の養成の目標の達成状況（学修成果）を明ら
かにするための情報の設定及び達成状況
【令和4年度】

3



医学部教員養成推進委員会

養護に関する科目について、各授業科目の到達目
標に照らしてできるだけ定量的又は定性的に達成
水準を明らかにし、達成水準を測定する手法やそ
の配点基準があらかじめ明確になっている。

養護に関する科目のシラバスには、到達目標と成
績評価方法・基準が明記されている。

養護に関する56科目中、講義科目のシラバスに定量的又は定性
的達成水準が記載され、達成水準を測定する手法と配点基準が明
確化されている。実習科目に関しては、実習施設ごとに実習可能
な内容が異なるため、シラバスに加え、別紙にて、到達目標及び
評価方法と基準を明文化している。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会

各授業科目の到達目標に照らしてできるだけ定量
的又は定性的に達成水準を明らかにし、達成水準
を測定する手法やその配点基準があらかじめ明確
になっている。

明記の難しい一部の授業で定量的な配点基準が示
されていない場合があるが，定性的な達成水準は
全ての授業で明らかにされており，かつ定量化が
可能な授業では達成水準を測定する手法やその配
点基準（％）もあらかじめ明確になっている。

シラバスを分析し，明記の難しい一部の授業で定量的配点基準が
示されていない場合があるものの，定性的達成水準は全ての授業
で明らかにされており，かつ定量化が可能な授業では達成水準を
測定する手法やその配点基準（％）もあらかじめ明記されている
ことを確認した。

B

現在開講中の科目のシラバス更新の際，これまでと同
様かそれ以上に明確な記載を行うのと同時に、科目新
設の際には、既存のシラバスを参考に可能な限り明確
なシラバスを作成するように注意する．

総合科学部教員養成推進委員
会

教科及び教科の指導法に関する科目、及び教育の
基礎的理解に関する科目等の「学習・言語心理
学」「発達心理学」「教育相談」について、各授
業科目の到達目標に照らしてできるだけ定量的又
は定性的に達成水準を明らかにし、達成水準を測
定する手法やその配点基準があらかじめ明確に
なっている。

当該授業については到達目標並びにその評価に関
する定性的・定量的基準を明確にし、シラバスな
どを通して学生に対して公開している。

『履修の手引き』にはGPAの概念について説明し、それぞれの
授業のシラバスには到達目標、成績評価方法を明示している。特
に成績評価方法については定量的・定性的な達成水準を明示、同
時に配点基準についても記載している。

B シラバスに明示してある成績評価方法に遵守した評価
を心がけるよう、引き続き教員への周知徹底を図る。

教養教育院

66条の6に定める科目について、各授業科目の到
達目標に照らしてできるだけ定量的又は定性的に
達成水準を明らかにし、達成水準を測定する手法
やその配点基準があらかじめ明確になっている。

66条の6に定める科目について、各授業科目の到
達目標に照らして、達成水準を測定する手法やそ
の配点基準が明確に記載されている。

授業担当教員が作成した66条の6に定める科目のシラバスを
チェックした結果、達成水準を測定する手法やその配点基準は、
おおむね明確に記載されていた。しかし到達目標に照らして、定
量的又は定性的に達成水準があきらかにされていない科目もあっ
た。

B
66条の6に定める科目について、学期が終了したのち
に、シラバスの内容と成績評価の状況が一致している
か確認するよう教養教育院に依頼する。

教職教育センター

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語
心理学」「発達心理学」「教育相談」を除く）に
ついて、各授業科目の到達目標に照らしてできる
だけ定量的又は定性的に達成水準を明らかにし、
達成水準を測定する手法やその配点基準があらか
じめ明確になっている。

定量的な配点基準が示されていない科目がある
が，定性的な達成水準は全ての授業で明らかにさ
れており，かつ定量化が可能な授業では達成水準
を測定する手法やその配点基準（％）も明確に
なっている。

教育の基礎的理解に関する科目等（「学習・言語心理学」「発達
心理学」「教育相談」を除く）について全科目のシラバスを点検
した結果、次の科目については、定量的な配点基準が示されてい
ない。「教師論」「教育の制度と経営」「道徳教育」「総合的な
学習の時間の指導法」「教育の情報化の理論と方法」「生徒指導
論」。しかし、定性的な達成水準は全ての授業で明らかにされて
おり，かつ定量化が可能な授業では達成水準を測定する手法やそ
の配点基準（％）もシラバスに明記されている。

C

令和4年度の連携教職課程（美術）認定審査におい
て、認定されているシラバスであるので、定量的な達
成水準まで求められなかったとも考えられる。しか
し、シラバスは「学生と教員との共通理解を図る極め
て重要な存在」であることを考えると、やはり定量的
な達成水準も明らかにしたい。左記の科目について
は、担当者に記載を促したい。
【令和6年度改善】
「教師論」「生徒指導論」は、達成水準を測定する手
法やその配点規準が示されている。あとの科目は非常
勤講師担当であるので、シラバス作成時に記載を促し
たい。

観点４【教職員組織】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

医学部教員養成推進委員会
養護に関する科目の必要専任教員数３名に対し、
看護学専攻の教員27名が科目を担当しており、必
要数を充足している。

教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成部会決定）で定
められた必要専任教員数を充足してることを確認した。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会
教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成
部会決定）で定められた必要専任教員数は充足し
ている。

教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成部会決定）で定
められた必要専任教員数を充足しているか分析し、必要専任教員
数の確保が確認できた。

B
今後も引き続き教職課程認定基準（平成13年７月19
日教員養成部会決定）で定められた必要専任教員数を
充足できるよう教員間の連携を図っていく。

総合科学部教員養成推進委員
会

教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成
部会決定）で定められた必要専任教員数を充足し
ている。

各校種・教科の課程認定関係書類（変更届を含む最新版）の書類
を確認し、必要専任教員数の充足状況を分析し、必要選任教員数
を充足している。

A
必要専任教員数を維持できるよう、定年退職が近い教
員の残任年数等も確認し、連携教職課程への参画も含
め、対応を図りたい。

教育の基礎的理解に関する科
目等については、教職教育セ
ンター

認定を受けている免許状の種類毎に、教職課程認
定基準で定められた必要専任教員数を満たしてお
り、適切な実施が行われている。

教職課程認定基準で定められた必要専任教員による充実した活動
等（第４回教職教育センター運営委員会報告７資料１のとおり）
の結果、毎年、教員採用試験の合格者（第４回教職教育センター
運営委員会報告６資料１のとおり）を輩出している。

B
教職課程認定基準で定められた必要専任教員を維持で
きるよう、定年が近い教員の残年数等も確認し、教職
課程が維持出来るよう図りたい。

医学部教員養成推進委員会
各科目担当教員は、当該科目に関する研究業績
（11年以内の活字業績）を有している。

各科目担当教員は、授業科目に関する研究業績を
有している。

EDBより11年以内の研究業績を点検し、すべての教員が授業科
目に関連する研究業績を有していることを確認した。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会
担当授業科目に関連する研究実績等の状況を確認
する。

大多数の教職専任教員が，過去5年以内に，担当
授業科目に関連する査読付きの研究論文を発表し
ている。これに該当しない一部の教員も研究業績
を有する他の専任教員と最新の知見について十分
な情報交換を行っている。

研究教育者総覧等を用いて科目担当者の研究業績の発表状況を調
査した結果，大多数の教職専任教員が，過去5年以内に，担当授
業科目に関連する査読付きの研究論文を発表していることが確認
された．

A

本学部では教職専任教員が研究活動にも同時に携わっ
ているため，最新の知見を踏まえた教職教育が現状で
は実施できている．この利点を保つため，今後とも積
極的な研究活動の遂行が期待される．

総合科学部教員養成推進委員
会

担当科目・教員の変更等が生じた際、業績審査に
耐えうるかどうかを事前にチェックしている。

担当科目・教員の変更等が生じた際には学部教務委員会、所属
コースとも連携を図りつつ十分な業績を具えているかを確認して
いる。

B
研究業績リストについては常に最新のものにアップ
デートするよう教員に対する周知徹底を図る。

教育の基礎的理解に関する科
目等については、教職教育セ
ンター

認定を受けている免許状について、担当教員の変
更等が生じた際、最新の研究業績を本省へ提出
し、業績審査を受けている。

認定における変更等が生じた際、研究業績を本省へ都度、提出
し、その結果、業績審査を受け状況を明らかにしている。

B 研究業績について、次回教職課程申請時の際、速やか
に提出できるよう事前準備に着手しておく。

1 教員の配置の状況【令和4年度】
教職課程認定基準（平成13年７月19日教員養成
部会決定）で定められた必要専任教員数を充足し
ている。

2

4 成績評価の状況【令和5年度】

教員の業績等【令和5年度】

各科目担当教員は、当該科目に関する研究業績
（10年以内の活字業績）を有している。



医学部教員養成推進委員会
教職課程の適切な実施のため、医学部保健学科に
適切な事務組織を設け、必要な職員数を配置でき
ている。

医学部学務課第二教務係に教職課程の事務組織を置き、必要な職
員数を配置している。医学部教員養成推進委員会を設置してい
る。

A 取り組みを継続する。

理工学部教員養成推進委員会
教職課程を適切に実施するための事務組織が設け
られており必要最小限の職員数が配置できている
状況にある。

教職課程を適切に実施するために、事務組織を設け、必要な職員
数が配置できているかを分析し、事務組織の配置についての理解
が進んだ。

B
今後も引き続き教職課程を適切に実施するための事務
組織が維持できるような予算措置を求めていく必要が
ある。

総合科学部教員養成推進委員
会

教職課程を適切に実施するため、事務組織を設
け、必要な職員数を配置できている。

総合科学部学務係における教職課程関係業務の分担表により、職
員の配置が適切であるかを分析し、必要な職員数を配置できてい
る。

A 必要な職員数の配置が維持できるよう努めたい。

教職教育センター
教職課程の適切な実施のため、教職課程を有する
各事務部に人員を配置し、共有を図り適正な業務
を実施している。

認定における変更等が生じた際、担当教員と事務が密に連携を行
い、滞りなく対応し、その結果、教職課程が構築されている。

B
国の法改正等により、教職に関連する整備等の急を要
した際、豊富なマンパワーで乗り切れるよう取り組み
たい。

医学部教員養成推進委員会
効果的な授業評価アンケートを作成・実施し、授
業科目の見直しに繋いでいる。

教務委員及び教員養成に関わる教員が授業評価アンケートの結果
を確認し、当該部局でのFD研修会においてカリキュラムやカリ
キュラム運用について検討を行っている。

A 取り組みを継続する。

総合科学部教員養成推進委員
会

R4年度では教職に関わる回答率は57.58%であっ
たが、R5年度には73.53%まで上昇しており、順
当に授業評価を行っている。

全体の総括ではあるが、大人数クラスの多い学部共通科目が実践
学習科目よりも評価が低い傾向だったが，今回はほぼ同等の評価
を得ており，また，昨年度と比較してほぼ全ての項目でより高い
評価を得ている，一方で、「学生の提案・アイディア等の取り入
れ」の評価が最も低く，より学生の声を反映した授業になるよう
な工夫が必要である。また教職に限ってみると、「教員とのコ
ミュニケーションの機会が確保されたり，学生からの発言や質問
が促されたか」の項目でばらつきが多く、評価が低い。

B

こうした結果をフィードバックするとともに、情報の
一方的な伝達にならず、学生が考える機会をしっかり
と確保し、主体的・対話的で深い学びにつながるよう
な授業方途になるように創意工夫が必要であることを
委員会等で授業担当者に共有する。

理工学部教員養成推進委員会
個々の授業に対して，授業評価アンケートは毎年
実施している。

アンケート集計結果は，学期末に各担当教員に送られている。ま
た，アンケートだけでなく，毎年FD委員が中心となり各学年の
代表学生から授業に関する意見聴取を行う機会を設け，集約され
た（匿名の）意見を教員側へフィードバックし授業改善に取り組
んでいる。

A 取組みを継続する。

教養教育院

66条の6に定める科目を含めて、すべての授業科
目で、授業科目の見直しにつながるような定量
的・定性的な授業評価アンケートを実施してい
る。

66条の6に定める科目の授業評価アンケートは実施されてい
る。しかし到達目標に照らして、学生の回答率があまり高くない
科目もあった。

B

教養教育院では、高等教育研究センター教育改革推進
部門と共同で、教職員・学生協同のワークショップ
「授業評価アンケート回答率向上に向けて」を、令和
6年12月25日に行った。ワークショップでの意見を
踏まえて、今後のアンケート回収率の向上に努めた
い。

教職教育センター
授業の見直しに繋がる授業評価アンケートが実施
されているが、回答率が前期は29％、後期は
23％とかなり低くなっている。

教育の基礎的理解に関する科目等、各課程において必修となって
いるため受講生が多く、非常勤講師等が担当する科目の回答率が
非常に低いため、全体の回答率が非常に低くなっている（「教育
の情報化の理論と方法」0％、「総合的な学習の時間の指導法」
2.7％、「特別支援教育概論」2.8％、「教育の制度と経営」
4.8％、「道徳教育」5.2％、「教育学概論」6％）。
しかし、それ以外の科目も回答率が決して高いとは言えず、最も
回答率が高い科目が「生徒指導論」81%で、「教師論」
82.8％、「英語科教育法Ⅲ」80％、「教育方法学」76.7％、
「教育課程論」60.3％「情報科教育法Ⅰ」56.3％、「情報科教
育法Ⅱ」50％と、29科目中7科目しか50%を超えていない。
授業改善に繋がるアンケート項目となっているが、アンケート結
果を活かすためにも、回答率を上げる実施方法を考える必要があ
る。

C

非常勤講師には、成績提出依頼をする際に、授業評価
アンケート実施を周知徹底できるよう、方策を考えた
い。また、学内においても、現状を授業担当者と共有
し、改善を図ってアンケート結果を授業改善に繋げて
いけるようにしたい。

観点５【情報公表】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

1

学校教育法施行規則（昭和２２年文科省令第１１
号）第１７２条の２のうち関連部分、教育職員免
許法施行規則第２２条の６に定められた情報公表
の状況【令和4年度】

教職教育センター
法令に定められた情報公表が学外者にもわかりや
すく適切に行えている。

教職課程における情報の公表
（https://www.tokushima-
u.ac.jp/about/information/teachers_license.
html）をホームページを通じて学外者にも行い、
幅広く公表している。

学校教育法施行規則（昭和２２年文科省令第１１号）第１７２条
の２のうち関連部分、教育職員免許法施行規則第２２条の６に定
められた情報はホームページを通じて公表しているが、学生等
（利用者）に、より分かりやすく情報伝達できるページとし、そ
の結果、教職への魅力が引きつけられるよう検討を図ることが必
要である。

B
今後、徳島県教育委員会教職員課へ依頼して、徳島大
学の「教職課程における情報の公表」について、ヒア
リングを行い、よりよい情報公開に向け改善を図る。

3 職員の配置状況【令和4年度】 教職課程を適切に実施するため、事務組織を設
け、必要な職員数を配置できている。

4 授業評価アンケートの実施状況【令和6年度】
個々の授業科目の見直しに繋がるＦＤの機会で活
用できるように、効果的な授業評価アンケートの
作成・実施が行えている。



3 教職課程の自己点検・評価に関する情報公表の状
況【令和4年度】

教職教育センター
根拠となる資料やデータ等を示しつつ、わかりや
すい自己点検・評価の評価書を公表することがで
きている。

自己点検・評価項目について、自己点検・評価の
実施単位や質的水準を明確にし、自己点検・評価
項目に係る状況について根拠資料及び分析結果を
明らかにしながら述べた上で自己評価し、改善・
向上のための方策も分かるようにした一覧表の形
で公開できている。
【公開は令和5年度】

令和4年度末の教職教育センター運営委員会で承認後、令和5年
度当初に、本学HPにて「令和4年度　教職課程の自己点検・評
価表」を公開している。
https://www.tokushima-u.ac.jp/about/information/teachers_license.html

A

自己点検・評価項目について、自己点検・評価の実施
単位や質的水準を明確にし、自己点検・評価項目に係
る状況について根拠資料及び分析結果を明らかにしな
がら述べた上で自己評価し、改善・向上のための方策
も分かるようにした一覧表の形で公開できている。次
年度以降も継続したい。

令和６年3月に『教職キャリアノート』の教員としての資質・能力
チェックリスト（新４年生）を集計分析した結果※1は次のとおりと
なっている。数値は５段階で、目標達成度の高いものから5･4･3･２･
１となる。
・教員としての資質・能力の中の「素養」については、「使命感・情
熱」「倫理観」「学び続ける力」いずれも4.2～4.6と、高い割合を示
している。特に「倫理観」については、昨年度よりも0.8ポイント増
加している。
・「HR・学級経営力」については、「生徒理解・指導力」「集団指
導力」「課題解決力」いずれも4.２～４.５と、高い割合を示してい
る。 特に「課題解決力」は、昨年度よりも0.5ポイント増加してい
る。
・「授業力」については、「授業構想力」「授業実践力」「授業省察
力」共に3.7～4.1と、他の資質・能力と比べて、全体的に低い割合を
示す。特に、「授業構想力」「授業実践力」共に3.7～3.8と低く、授
業に対する不安や課題意識が強い。しかし、「授業省察力」は昨年度
よりも1ポイント増加しており、模擬授業等を重ねることで、授業に
対する見方・考え方が身に付き、授業改善にいかそうという意識が高
まっているのではないかと考えられる。
・「協働力」については、「社会性・コミュニケーション力」「ネッ
トワーク構築力」ともに4.1～4.3と、高い割合を示している。しかし
「危機管理力」は3.7と、昨年度よりは0.3ポイント増加しているが、
低い割合を示す。安全・防災・危機管理についての知識や対応力を高
めていく必要がある。

令和６年4月に『教職キャリアノート』の教員としての資質・能力
チェックリスト（新３・２年生）を集計分析した結果※２は次のとお
りとなっている。教員としての資質・能力（３年生は４項目〈素養・
HR・学級経営力・授業力・協働力〉、２年生は５項目〈素養・学習
指導・生徒指導・特別支援・ICTの利活用〉）の評価平均は、新３年
生が3.8、新２年生が3.6と、新３年生の達成度が高い。学年が上がる
につれて、資質・能力の向上が見られる。また、各学年で達成度が高
い項目は、新３年生では「協働力」で4.1、新２年生では「素養」が
3.8となっている。逆に、達成度が低い項目は、新３年生は「授業
力」が3.4、新２年生は「特別支援」3.3、「学習指導」3.4となって
いている。模擬授業を経験したり、教員という仕事を意識したりする
ことで、「授業力・学習指導」や「特別支援」への不安や課題意識が
強くなってきていると考えられる。

B

今後も、新４年生については、４年次の教職課程のま
とめの教科となる「教職実践演習」において、教員と
しての資質・能力の目標達成度を踏まえて、個別面接
や講義・班別協議の際に、自己の課題や改善のための
方策を常に意識できるようにしたり、学んだことを省
察する機会を設けたりして、目標達成度の向上を図
る。

また、新２・３年生については、『教職キャリアノー
ト』講習会において、集計分析した結果を具体的に説
明し、今後の改善すべき方向性を明確に意識できるよ
うにして、目標達成度の向上を図っていく。

『教職キャリアノート』における資質・能力に関
する省察を数値化して分析し、情報公開してい
る。【分析は令和6年度】

大学が必要な資質・能力を備えた学生を育成でき
ているかどうかを、エビデンスとともに説明でき
ている。

教職教育センター学修成果に関する情報公表の状況【令和4年度】2



観点６【教職指導（学生の受け入れ・学生支援）】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

教職課程に関して積極的な情報提供を行ってお
り、教員の養成の目標に照らして適切な学生を受
け入れているが、一部の学生は、必修科目を優先
するため養護教諭免許状の取得を断念している。

令和４年度入学生の新入生オリエンテーションにて、履修の手引
きをもとに養護教諭養成教育の目標やスケジュール、採用の状況
等について説明した。その結果、令和５年２月の説明会には38
名の学生が説明会に参加した。説明と質疑応答を通して、教員免
許取得について、理解できていることを確認した。学年進行とと
もに、免許状取得を断念する学生が数名いる。

B
大学の学修への不安や学修不足が懸念される学生に対
し、選択履修科目に対する心構えと学修時間の確保に
ついて、担任教員とともに面談を実施し指導する。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

教職課程に関する積極的な情報提供の実施をし、
教員の養成の目標に照らして適切に学生を受け入
れている。【分析は令和6年度】

新入生オリエンテーションで教員免許状取得に関する情報提供を
行い、9月には1、2年生に「教員免許状取得希望者に対する説
明会」案内を行った。教職課程履修を迷っている学生も説明会に
参加できるようにしたり、2年生前期から教職課程の単位を取得
していれば、2年生時に上記説明会に参加して教員免許取得が目
指せるようにしている。
98名の学生が参加した上記説明会後に行ったアンケート結果※
3は次のとおり（数値は、「そう思う」「ややそう思う」の割
合）となっている。
・本学の教員養成の目標や教職課程において身に付けるべき資
質・能力について理解することができた。（98.0％）
・「教員免許状取得希望者に対する説明会資料」「教職課程スケ
ジュール」「修得単位数チェック表」『教職キャリアノート』等
をもとにした説明により、教職課程に関する情報を適切に得るこ
とができた。（98.9％）
・教員免許取得に向けて、「総合科学部及び理工学部において真
に教員を目指す者」（就職先は様々であるが、総合科学部及び理
工学部の教職課程においては、教員となる志と熱意（「教育実
習」では生徒から先生と呼ばれ、教員としての仕事を行う）をも
ち、誠実に授業を受講する者）であるという自覚をもって、誠実
に取り組むというような心構えができた。（94.9％）

A

大学院理工学専攻に進学して教職課程を履修する学生
とは個別面談をするなどし、情報提供をしている。学
部生に対しても、問い合わせがある場合は面談して相
談するなど、個別にも対応して情報提供に努めてい
る。今後も続けたい。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

学校保健学分野の教員が中心となり、個々の学生
の教職に対する意欲を踏まえつつ、学生に教職課
程の履修に当たって学修意欲を喚起するような適
切な履修指導をし、『教職キャリアノート』を適
切に活用できている。

２年、３年、４年生の年度当初のオリエンテーション時に、養護
教諭一種免許状のための履修に関するガイダンスを実施した。ま
た、５月と９月に提出された『教職キャリアノート』に記載され
た内容に対して、教員がコメントし返却した。

A 取り組みを継続する。

教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

学生に教職課程の履修に当たって学修意欲を喚起
するような適切な履修指導をし、『教職キャリア
ノート』を適切に活用できている。
【分析は令和6年度】

令和６年12月の『教職キャリアノート』講習会で96名の学生が
説明会後に行ったアンケート結果※4・5は次のとおり（数値
は、「そう思う」「ややそう思う」の割合）となっている。
・『教職キャリアノート』の2つの機能を理解している。
（2年生97.7％　3年生96.3％）
・『教職キャリアノート』講習会の果たす役割を理解している。
（2年生90.5％　3年生98.1％）
・教職課程の履修に意欲的に取り組んでいる。
（2年生92.8％　3年生96.3％）
『教職キャリアノート』で省察したことや、『教職キャリアノー
ト』講習会で学んだことを自分の取り組みに活かしている。
（2年生95.3％　3年生96.3％）
・『教職キャリアノート』講習会で学ぶと、講習会以降の教職課
程における自分の取り組み方の方向性が明らかとなり、学習意欲
が高まる。（2年生90.4％　3年生92.6％）
※全ての問いに対して、理解度・学習意欲が高いと判断できる。
特に、２年生よりも３年生が、全体的に高い割合を示しており、
『教職キャリアノート』の省察や講習会を通じて教職課程の学び
に対する意識が高まり、自らの取り組みがより意欲的になってい
ることが伺える。

A

令和7年度においても、6月・12月の2回『教職キャ
リアノート』講習会を実施し、学生の教職課程の履修
への意識の向上を図り、主体的に学ぼうとする学生を
育成する。

医学部教員養成推進委員会
（保健学科）

学校保健学分野の教員が中心となり、学生に教職
への入職に関する情報を適切に提供するなど、学
生のニーズに応じたキャリア支援体制を構築して
いる。しかし、養護教諭の採用人数の減少によ
り、卒業後も臨時採用になる可能性が高く、卒業
後のサポートが必要である。

教員養成講座参加者にヒアリングを行った結果と、教員への相談
内容の分析から、在学時のみではなく、卒業後、臨時採用となっ
ても、採用試験へのサポートを求めていることが明らかとなっ
た。卒業後も連絡網を通じて、オンラインも併用しながら、採用
試験の面接練習や模擬集団討論を実施している。

B
養護教諭採用人数の減少に対し、併願やセミナー参加
を奨励する。

1 教職課程を履修する学生の確保に向けた取組の状
況【令和4年度】

教職課程に関する積極的な情報提供の実施をし、
教員の養成の目標に照らして適切に学生を受け入
れている。

2 学生に対する履修指導の実施状況【令和4年度】

必要な体制や施設・設備を整えた上で、個々の学
生の教職に対する意欲を踏まえつつ、学生に教職
課程の履修に当たって学修意欲を喚起するような
適切な履修指導をし、『教職キャリアノート』を
適切に活用できている。



教職教育センター
（社会総合科学科・理工学
科）

学生に教職への入職に関する情報を適切に提供す
るなど、学生のニーズに応じたキャリア支援体制
が適切に構築されている。
【分析は令和6年度】

令和６年度前期に教員養成講座に参加していた4年生９名に行っ
たアンケート結果※６は次のとおり（数値は、「そう思う」「や
やそう思う」の割合）となっている。
・教員採用試験に向けて、教員養成講座を受講してよかった。
（100％）
・3年後期から教員採用試験まで、どのように勉強を進めればよ
いか、情報を得ることができた。（100％）
・教員採用試験に向けて、自分では得ることができない教育課題
に関する情報を得ることができた。（100％）
・3年後期から教員採用試験まで、自分一人では勉強することの
できない試験内容について勉強することができた。（100％）
・坂田、中上は、個別に相談を受け、支援する体制をとってい
た。（100％）
・教員採用試験に向けて、個別指導も含め、自分のニーズに合わ
せた指導・支援を受けることができた。（100％）
・教員採用試験に向けて、先輩や外部講師を招いての対策講座が
役に立った。（100％）
・教員養成講座で学んだり指導を受けたりしたことを自分の取り
組み方に生かし、教員採用試験に向けて努力することができた。
（100％）
※全ての問いに対して、100％という割合で、採用試験につい
ての情報提供や相談・支援体制への満足度が高いことが判断でき
る。ただし、個別指導を含め、学生のニーズに合わせた指導を行
うことについては、「ややそう思う」という回答がほぼ半数の
44.4％あり、さらに改善が必要である。

A

令和6年4月26日の文部科学省「令和8年度教員採用
選考試験の実施に関する留意点について（通知）」に
記載されているとおり、令和7年度は第一次選考の標
準日が5月11日に、そして最終の合格発表も前倒しの
方向性が示された。これを受け、7月31日には2年生
対象に、8月1日には3年生対象に「教員採用審査受審
希望者に対する説明会」を実施し、情報提供や対策を
前倒しで実施している。
令和7年度においても、教員養成講座等を実施し、教
員採用試験合格に向けて、引き続き適切な情報提供と
支援体制の構築を目指す。さらに、先輩や外部講師を
招いての対策講座は、内容の検討を行い学生のニーズ
に合わせた対策講座にしていく。

観点７【関係機関等との連携】

自己点検・評価項目 自己点検・評価の実施単位 自己点検・評価項目の質的水準 自己点検・評価項目に係る状況 根拠資料及び分析結果（積極的に評価できる点、改善を要する点を含む） 自己評価 改善・向上のための方策

1
教育委員会や各学校法人との連携・交流等の状況
【令和4年度】

教職教育センター

教員の採用を担う教育委員会や各学校法人と適切
に連携・交流を図り、地域の教育課題や教員育成
指標を踏まえた教育課程の充実や、学生への指導
の充実につなげることができている。

徳島県教育委員会等と適切に連携・交流を図り、
地域の教育課題や教員育成指標を踏まえた教育課
程の充実や、学生への指導の充実につなげること
ができている。
【分析は令和6年度】

令和６年3月に「大学生のための教職ガイダンス」終了後にアンケートを実施
した。受講者74名の内、回答した２６名の結果※７は次のとおり（数値は、
「そう思う」「ややそう思う」の割合）となっている。
・「大学生のための教職ガイダンス」に参加して、教員という職業の魅力につ
いて理解が深まった。（96.2％）
・「大学生のための教職ガイダンス」に参加して、教員の仕事の内容への理解
が深まった。（100％）
・「大学生のための教職ガイダンス」に参加して、今後教職課程で学んでいき
たい課題が見つかった。（100％）
※全ての問いに対して、ほぼ100％という割合で、「大学生のための教職ガ
イダンス」が学生にとって教職の魅力や仕事についての理解を深め、今後の教
職課程の学びへの意識を高める場となっていると考える。

令和７年2月に「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」経験者1
４名に行ったアンケート結果※８は次のとおり（数値は、「そう思う」「やや
そう思う」の割合）となっている。
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」を経験して、教育への
強い使命感を感じることができた。（92.9％）
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」を経験して、学校現場
の指導の在り方を学ぶことができた。（100％）
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」の活動において、大学
の教職課程で学んだことを児童生徒の支援の際に、生かすことができた。
（100％）
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」として経験し学んだこ
とが、その後の教職課程の学びの中でも生かされ、学習の理解度や実践意欲の
向上に繋がった。（92.9％）
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」を経験して、教員とい
う仕事のやりがいを感じることができた。（92.9％）
・「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」を経験して、教員とい
う仕事の大変さを感じることができた。（100％）
※全ての問いに対して、ほぼ100％という割合で、ボランティア活動が学生
にとって貴重な体験の場となり、教育への使命感や教員の仕事のやりがいなど
多くの学びの機会ともなっている。さらに、教職課程での学びを児童生徒への
支援に生かすことができたと感じており、大学での学びを実践力に繋げること
ができている。

B

「大学生のための教職ガイダンス」については、本学
教職課程2年次生が対象となっており、教職の魅力を
感じ、自らの課題を明らかにして3年次以降の教職課
程に向かうよいきっかけになっている。引き続き、県
教委と連携して、よりよいガイダンスを企画（坂田
が、教員養成・研修部会委員として企画に参加）して
いきたい。ただ、アンケートの回収率が低いので、ア
ンケートの実施方法を検討したい。

「学習支援ボランティア」「徳島県学びサポーター」
については、実際にボランティア体験を希望する学生
が、教職課程を履修する学生全体と比べて少数であ
る。学業が多忙であることは仕方がないが、学校現場
で経験できる貴重な機会であることの理解を深め、少
しでも多くの学生がボランティア体験できるように取
り組む。

2 教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況
【令和4年度】

教職教育センター
教育実習を実施する学校と適切に連携・協力を図
り、実習の適切な実施につなげることができてい
る。

センター教員、学部の教員養成推進委員、学務係
が教育実習を実施する学校と連絡を取り合い、実
習の適切な実施につなげることができている。

教育実習校電話連絡報告書には、大学における指導が行き届いて
いる、問題なく実習を進められた等、大学での指導の上に適切に
実習を実施できたと捉えられる意見が記載されていた
（88％）。建設的な意見もいただいており（8％）、これにつ
いては教職担当者会議で共有し、来年度の実習に向け活かしてい
くことになっている。
本学では、教育実習実施の前々年度から学生の実習に向けての指
導を始めている。学生は実習校と連絡を取りながら内諾活動を進
めるが、その過程において、学務係も実習校と連絡を取り合い、
必要に応じてセンター教員が対応しながら連携を進めている。
実習開始後一週間たった頃、及び実習最終週には、教員養成推進
委員が実習校に連絡を取り、実習状況についての聴き取りを行
い、必要に応じてセンター教員や学務係も対応する等して、実習
の適切な実施につなげている。

B

本学では、「総合科学部、理工学部において真に教員
を目指す者」としての自覚をもつよう、1年次から指
導を続けている。この自覚をより高めて教育実習に臨
むことができるよう、今後の指導をする必要がある。
また、令和4年12月の中教審答申が、教員採用試験の
実施時期の前倒し、教育実習の柔軟な方法による実施
について言及していることを受け、教育実習の実施時
期について、実習校と連携を図りながら検討していく
必要がある。

3 学外の多様な人材の活用状況【令和4年度】 教職教育センター

学外の諸機関との連携の下、教育課程を充実する
ために学外の多様な人材を実務経験のある教員又
はゲストスピーカー等として活用することができ
ている。

教職教育センター教員のネットワークを活用し
て、教職課程の充実のために学外から多くの実務
経験の豊富な非常勤講師、ゲストティーチャーを
招聘している。

令和4年度、「教師論」では２名、「生徒指導論」では３名、学
校現場の現職の教員から県教委等での勤務経験や管理職経験のあ
る退職教員など、幅広い人材をゲストティーチャーとして招聘し
た。また、「教職実践演習」においては、上記のような教員5名
を採用し、センター教員とともに授業を担当した。ただし、コロ
ナ禍のため、オンライン授業となった部分もあり、対面授業のよ
うな教育効果が得られなかったところがあった。

B

今後も、学外のゲストティーチャーの活用状況につい
て、分野や内容等が適切であったか絶えず分析を行う
とともに、令和5年度は全て対面授業で実施できそう
な見通しであるので、対面授業で教育効果を高め、教
育課程の更なる充実を図っていく。

3 学生に対する進路指導の実施状況【令和4年度】
学生に教職への入職に関する情報を適切に提供す
るなど、学生のニーズに応じたキャリア支援体制
が適切に構築されている。
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